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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
九
号 

 
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一

項
及
び
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
官
の
募
集
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

募
集
種
目 

 
 

自
衛
官
候
補
生 

二 

応
募
資
格 

 

イ 

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有

 
 

す
る
者
。
た
だ
し
、
三
十
二
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
三

 
 

月
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
現
在
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。 

 

ロ 

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る 

 
 

者
に
該
当
し
な
い
も
の 

三 

試
験
種
目 

 

イ 

学
科
試
験
（
国
語
、
数
学
、
地
理
歴
史
及
び
公
民
） 

 

ロ 

作
文 

 

ハ 

口
述
試
験 

 

ニ 

適
性
検
査 

 

ホ 

身
体
検
査 

 

ヘ 

経
歴
評
定 

四 

募
集
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
五
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
火
）
ま
で 

五 

採
用
予
定
時
期 

 
 

令
和
四
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で 

六 

試
験
期
日 

 

イ 

学
科
試
験
、
作
文
及
び
適
正
検
査
（
Ｗ
ｅ
ｂ
試
験
方
式
） 

 
 

 

令
和
三
年
十
一
月
二
十
三
日
（
火
）
又
は
同
月
二
十
四
日
（
水
）
の
任
意
の
日 

 

ロ 

口
述
試
験
及
び
身
体
検
査 

 
 

 

令
和
三
年
十
一
月
二
十
八
日
（
日
）
又
は
同
月
二
十
九
日
（
月
）
の
指
定
す
る
日 

七 

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
（
口
述
試
験
及
び
身
体
検
査
） 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
拾
六
間
八
三
九 

 
 

航
空
自
衛
隊
熊
谷
基
地 

八 

応
募
者
の
受
付 



 

イ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
場
合 

 
 

 

自
衛
官
募
集
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
g
s
d
f
/
j
i
e
i
k
a
n
b
o
s
y
u
/

）
に

お
い
て
受
け
付
け
る
。 

 

ロ 
郵
送
又
は
持
参
に
よ
る
場
合 

 
 

 

各
市
役
所
、
各
町
村
役
場
並
び
に
自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
及
び
各
地
域
事
務
所
に
お

い
て
受
け
付
け
る
。 

九 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
及
び
各
地
域
事
務
所
の
位
置
及
び
名
称 

 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
四
丁
目
十
一
番
十
五
号
浦
和
地
方
合
同
庁
舎
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
八
三
一
―
六
〇
四
三
） 

 
 

 

（
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジh

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
p
c
o
/
s
a
i
t
a
m
a
/

） 

 
 

 

（
電
子
メ
ー
ル

h
q
1
-
s
a
i
t
a
m
a
@
p
c
o
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p

） 

 

ロ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
二
丁
目
三
百
七
十
六
番
地
Ｍ
Ｓ
―
１
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
さ
い
た
ま
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
六
五
一
―
二
四
二
〇
） 

 

ハ 

埼
玉
県
所
沢
市
西
所
沢
一
丁
目
九
番
十
九
号
鹿
島
屋
ビ
ル
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
入
間
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
―
二
九
二
三
―
四
六
九
一
） 

 

ニ 

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町
陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
朝
霞
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
四
六
六
―
四
四
三
五
） 

 

ホ 

埼
玉
県
熊
谷
市
筑
波
二
丁
目
九
十
八
番
地
駅
前
パ
ー
ル
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊
谷
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
五
二
二
―
四
八
五
五
） 

 

ヘ 

埼
玉
県
秩
父
市
大
野
原
四
百
九
十
一
番
地
一
関
東
森
林
管
理
局
埼
玉
森
林
管
理
事
務
所
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
秩
父
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
九
四
―
二
二
―
六
一
五
七
） 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
三
年
十
一
月
二
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 購入等件名及び数量 

自動車税等データエントリー業務委託 850,000件 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県総務部税務課税務システム担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15

番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和３年９月30日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社ＫＳＫテクノサポート 東京都稲城市百村1625-2 

５ 落札金額 

29.60円（消費税及び地方消費税を除く） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和３年８月20日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
一
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
三
年
十
一
月
二
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  
 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県大規模施設等協力金（第４期）支給業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県産業労働部経済対策担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和３年８月20日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  トランス・コスモス株式会社 東京都渋谷区東１丁目２番20号 

５ 契約金額 

  104,343,782円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方自治法施行令第167条の２第１項第５号に該当 

 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
一
月
二
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
秩
父 

 
 

 

埼
玉
県
秩
父
市
上
野
町
八
百
五
番
地
十
四 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

夜
間
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
午
前
六
時
ま
で
）
に
小
売
店
（
店
舗
面
積
が
五
百
平
方
メ

ー
ト
ル
以
上
）
の
営
業
を
行
う
場
合
、
ま
た
、
深
夜
（
午
後
十
一
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
）

に
音
響
機
器
を
使
用
す
る
場
合
は
、
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
第
六
十
六
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
こ
と
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

 
 

ア 

夜
間
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
午
前
六
時
ま
で
）
の
間
に
お
い
て
規
制
基
準
を
超
え
る 

 
 

 

騒
音
を
発
生
し
、
ま
た
は
発
生
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

イ 

深
夜
（
午
後
十
一
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
）
の
間
に
お
い
て
音
響
機
器
を
使
用
す
る 

 
 

 

場
合
外
部
に
音
が
漏
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

⑵ 

収
容
台
数
が
二
十
台
以
上
ま
た
は
面
積
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
駐
車
場
を
設
置
す

る
場
合
、
利
用
者
へ
の
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
の
周
知
を
行
う
こ
と
。（
駐
車
場
が
点
在

す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
周
知
で
き
る
よ
う
な
対
応
を
行
う
こ
と
。
） 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
二
日
か
ら
令
和
三
年
十
二
月
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
秩
父
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
八
潮
店 

 
 

 

埼
玉
県
八
潮
市
大
瀬
二
丁
目
三
番
地
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

平
本
忠 

 
 

 
 

茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
十
三
番
地
二
十
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

平
本
忠 

 
 

 
 

茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
十
三
番
地
二
十
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

二
千
九
百
八
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
一
八
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
〇
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

三
○
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

三
○
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時 

 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
月
二
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
二
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
一
月
二
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
二
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
一
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
ー
パ
ー
オ
ザ
ム
草
加
両
新
田
店 

 
 

 

埼
玉
県
草
加
市
両
新
田
西
町
四
百
四
十
一
番
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
Ｍ
Ｕ
Ｌ
プ
ロ
パ
テ
ィ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

船
橋
啓
二 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号 

（
変
更
後
）
三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
プ
ロ
パ
テ
ィ
株
式
会
社 
代
表
取
締
役 

船
橋
啓
二 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
月
二
十
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
二
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
一
月
二
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
二
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
五
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
車
載
写
真
レ
ー
ザ
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
内
の
一
部(

直
轄
国
道)

 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
八
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
河
川
整
備
に
伴
う
、
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

深
谷
市
榛
沢
新
田
、
深
谷
市
山
崎
、
深
谷
市
山
河
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
七
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
〇
―
五
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字
須
影
字
下
戸
ノ
内
百
九
十
三
番
一 

他
三
十
六
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
五
百
五
十
七
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
一
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
二
日  

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

多 

田 

邦 

彦 

 



  

鴻
巣
川
島
線 

路 
 

線 
 

名 

比
企
郡
吉
見
町
大
字
荒
子
字
八
幡

裏
一
一
〇
二
番
一
地
先
か
ら
同
郡

同
町
大
字
荒
子
字
寺
家
谷
一
一
一

〇
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
三
年
十
一
月
四
日
午
後
二
時 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
付

け
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備

事
務
所
長
告
示
第
五
号
で
告

示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供

用
開
始
で
あ
る
。
延
長
一
八

一
・
五
五
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 
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